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令和８年度 立入制限区域図
更新 令和８年４月末

寺家・大川森林事務所管内

瀬戸・土居森林事務所管内

大豊森林事務所管内

国有林野事業実行にかかる
立入制限区域

鳥獣捕獲（発砲）にかかる
立入制限区域

その他理由にかかる
立入制限区域

凡　　例
～入林制限について～
〇国有林野事業実施箇所（区域赤色記載）内には事故防止の観点からすべての方
　の立ち入りを制限しています。ただし、入林手続きを行う場合、事業に支障の無い時
　は、その限りではありません。
〇レクリエーションの森（区域青色記載）内では、狩猟や有害鳥獣捕獲を目的とした
　立入を制限しています。
　※（区域青色記載）内は、登山やレクリエーションなどの目的での入林は可能。
○その他理由箇所（区域黄色記載）については、全ての方の入林を制限しています。
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